
令和８年度亀岡市指定ごみ袋等広告募集要項 

１ 募集内容 

広告掲載を行う広

告媒体の種類 

 

亀岡市指定ごみ袋（燃やすしかないごみ袋・埋立てるしかない

ごみ袋）の外袋 

 

広告掲載位置 

及び広告規格 

〇亀岡市指定ごみ袋外袋広告箇所 ※【別紙１】参照 

〇広告規格は指定袋のサイズにより異なります。 

〇印刷色 白背景に黒色印刷 

 

広告掲載期間 

 

令和８年度に作製する市指定ごみ袋の外包装に広告が掲載さ

れます。ただし、取扱店の店頭に並ぶ期間は、取扱店の在庫状

況や市指定ごみ袋の種類により異なります。 

 

広告予定枚数 

 

燃やすしかないごみ袋（大・中・小・最小）、埋立てるしかないご

み袋（中・小）合わせて約３７０，０００組 

（ただし、あくまで目安の数量となります） 

広告募集件数 １件（６種類の市指定ごみ袋に同じ広告を掲載します。） 

 

広告掲載料 

 

広告掲載料については次の金額以上の額とし、最低価格を下

回る応募は受付いたしません。 

 最低価格  ４０，０００円 

 

応募資格 

 

企業、事業所、商店など（亀岡市指定ごみ袋等広告掲載基準第

３条に規定する業種又は事業所を除きます。） 

その他 
具体的な広告規格は掲載者決定後に決定します。 

その旨ご理解いただいたうえで応募してください。 

※広告規格及び広告予定枚数等は変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 掲載基準 

  亀岡市広告掲載規則、亀岡市指定ごみ袋等広告掲載内規、亀岡市指定ごみ袋等

広告掲載基準 

 

３ 申込手続き 

(1) 提出書類   亀岡市指定ごみ袋等広告掲載申込書 

広告原稿案 

(2) 申込期間   令和８年１月５日（月）～令和８年１月１９日（月） 

(3) 申込場所   亀岡市 環境先進都市推進部 資源循環推進課 

(4) 申込方法   提出書類の持参又は郵送（郵送の場合は必着） 

 

４ 決定について 

広告の決定については亀岡市広告掲載規則、亀岡市指定ごみ袋等広告掲載内

規、亀岡市指定ごみ袋等広告掲載基準に基づき審査のうえ、申込者に亀岡市指定

ごみ袋等広告掲載・不掲載決定通知書により通知します。 

 

５ その他 

お申し込みの際は、必ず亀岡市広告掲載規則、亀岡市指定ごみ袋等広告掲載

基準をご確認ください。 

 

６ お問い合わせ 

  亀岡市環境先進都市推進部資源循環推進課 

〒６２１－８５０１  

亀岡市安町野々神８（１階９番窓口） 

ＴＥＬ ０７７１－55－5305 

ＦＡＸ ０７７１－２2－３809 

 



［有料広告掲載欄］

【別紙1】広告掲載箇所はイメージです。今後変更となる可能性もあります。


